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誓灘膿聴
山 内 健 治

第1章 問題の所在

本稿は,近 年の 「日本の地域性」の方法論の議論に関連 してその問題点を

整理 し,日 本列島地域の異なる2地 点の 「社会構造」の対比により 「社会変

化」と 「地域性」に関連する今後の研究課題を例示 ・考察 しようとするもの

である。

まず,は じめに 「日本の地域性」に関わる研究動向を若干なが ら整理をし

ておこう。

本論に直接関る課題としては 「日本の地域性」研究において展開 した村落

構造論である。日本文化の 「地域性」研究は,民 俗学 ・歴史学 ・地理学 ・社

会学 ・文化人類学をはじめとした多 くの学際的分野の課題 として議論されて

きた。 とりわけ,民 俗学 ・文化人類学の両分野では,1950年 代以降,日 本

列島各地での緻密な資料の収集 ・分析が深化すると共に,伯 本文化そのもの

の同質性と異質性について議論が展開 した。さ.らに,1960年 代以降は,民

俗学 ・文化人類学の両拳の課題にしたが った地域類型論が整備されたといえ

よう。

この両分野の成果を系統的に整理する余裕はないが,鳥 畷図的にはおおよ

そ二つの流れに分岐 してきたと言える。そ の一つの流れは柳田国男以降の日
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本民俗学の方法論であり,今 一つは岡正雄の文化複合論以降に展開 した社会

人類学的方法論である。

この両拳における現段階における 「日本の地域性」研究の到達点 もしくは

問題点に課題をしぼり,以 下 にその方法論の差異を明確にしてゆきたい。

まず,社 会人類学的方法の起点を提示 した岡正雄は,日 本列島に渡来 した

文化を多層的に統合 ・分析 し仮説的 「五系統の文化複合」を設定 ・分類 した。

岡の一連の論考において今日の地域性研究において最 も重要と思われる言質

を本題の整理に入る前にあえて引用 してお く。

『私は日本固有文化が,す べて同系 ・同質の民族文化 に発 し展開 した も

のと,頭 か ら前提 し…解釈 ・説明することの危険について注意を喚起 した

か ったのである。'私のあげた五つの種族文化の当,不 当は別とし,ま た人々

が これ らを,日 本民俗文化の分析指標ないし方法として使用す るか否かは
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ 　 　 　 ロ 　 　 　

私にとって重要な問題ではない。日本固有文化がすでに混合文化 であ り,
　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ 　 　 　 　 コ 　 　 　 　

いくつかの異系種族文化を分析 し再構築する可能性があり,ま たそれが,
　 　 の 　 り 　 　 　 　 　 　 　

日本 固 有 文 化 の理 解 と解 釈 に と って,き わ あ て大 切 で あ る と い う認 識 が 重

要 な ので あ って,こ の二 つ の 解 釈,考 察 の方 法 の相 違 は,ま った く異 な っ

た結 論 を導 きだ す こ とに な る だ ろ う』(岡:1979,p.36一 部 抜 粋 引 用,傍

点 筆 者)。

岡正雄の5系 統の民族文化複合論は,そ の出発点そのものが 「日本の固有

文化」の性質であるという認識を再確認 しておきたい。すなわち,日 本の地

理上の概念に直接結びつ く単なる伝播論で もなければ歴史民族学め歴史的領

域 のみに限定されたものでもなかった。またその文化複合内にみられる文化

要素として提示 した内容 も,最 近の大林太良の総括によれば,歴 史的考証に

おいて修正は認め られるものの,「 日本民族」の源流に関わる研究史上第3
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期に展開 した佐々木高明 ・岩田慶治 ・江守五夫 ・大林太良等の 「日本民族論」

に共通基盤を与えるものであった(大 林:1996)。

社会人類学上では,岡 の文化複合論は,日 本の村落構造論 ・類型論として

住谷一彦 ・江守五夫等に影響を与えると同時に,直 接的には蒲生正男 ・村武

精一 ・大胡欽一 ・上野和男等の家族 ・親族 ・村落構造論に継承 ・発展 してい

る。 これらの村落構造研究史の回顧 は,住 谷一彦(1973)「 村落構造の類型

分析」に詳 しく,1980年 代以降に登場 した 「文化領域論研究」 の系譜は上

野和男(1992)「 地域性研究における類型論と領域論」 に詳 しいので割愛す

る。 これらの村落構造論 ・類型論研究においては,い ずれ も 「日本の地域性」

を述べる前提 として地域の 「社会構造」の特質を把握 し,そ の 「社会構造」

を維持させる中核部の文化的特質の差異を 「地域性」 とい1う概念で説明 して

きたものと筆者は理解 している。

一方,日 本民俗学においては柳田国男以来,各 地方の文化要素の集積や民

俗分布地図等の作成,あ るいは家族 ・親族 ・婚姻 ・年中行事 ・祭祀形態等の

文化要素別の分類が進化 してきたことは言をまたない。 方法論的には1960

年代以降,社 会人類学的手法の導入 ・影響と考え られる。

以来,「重出立証法」「方言周圏論」等の民俗学固有の概念に批判と修正が

求め られ 「地域差」=「 時代差(時 間)」 という単一方向的方法論その もの

が再検討されてきた。その代表としては,福 田アジオ ・宮田登等による 「常

民概念」「伝承母体」等の議論があるω。 これ らは対象とする民俗資料 を静

態的に処理 し時間軸を指標とした地域的差異への置換を疑問視すると同時に

暗黙の了解の内なる 「伝統的文化」概念へゐ再考でもあった。

現在の日本民俗学における地域性研究についての包括的議論 としては,昭

和60年 度より開始 された国立歴史民俗博物館特別研究 『民俗の地域差 と地

域性1・2』(代 表:坪 井洋文 ・小島美子,同 博物館研究報告43集:1992年,

同52集:1993年)に 総:括されよう。同報告書は,日 本の地域性研究の問題
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点を整理する意図で刊行 された(2)。同研究報告の冒頭に引用された坪井洋文

の研究 目的に今日の日本民俗学の対置 している到達点と問題点が凝集されて

いるように思われる。

すなわち,「南北に長い日本列島の自然的 ・地理的環境の多様性 は,当 然

にそこに住む人々の歴史にも極めて多様な展開を もた らした。日本歴史の総

合的多様性を踏 まえた歴史認識が不可欠である。日本歴史を単一民族の歴史

ないし一つの政治的 ・文化的統一体の歴史 としてとらえる前に,そ れぞれの

歴史的個性をもついくつかの地域 とその相関関係を重視することによって日

本歴史をとらえなおすことが要請される」(同上:1992,p.1)と するもので

あった。 この坪井の民俗学からの問題提起は,日 本の通時的な歴史認識にそ

の方法論上の重 きがあるにせよ通文化的スケールのなかに日本文化の理解を

求めてきた社会人類学の究極的な目的においては軌を一にしたものと言えよう。

しか し,今 日なお,民 俗学 ・.社会人類学の両拳において 「日本の地域文化」

を考察す る際の概念 ・方法論に差異を認めうるのである。

概念 ・方法論上の差異 として最 も重要な点は本論で対象としている 「地域

性」ならびに 「地域差」概念の誤解 ・混用 とその目的についてと考えられる。

ここにその一端 として民俗学的立場を代表 とする岩本通弥(1993)「 地域

性論としての文化の受容構造論一 〈民俗の地域差 と地域性〉に関する方法論

的考察一」をとりあげ日本民俗学における 「地域性」研究の捉え方を確認 し

ておこう。

岩本の論旨をその要約に従 って引用すれば次の通 りである。

『これまで同 じ 「地域性」 という言葉の下で行われて きた,幾 つかの系

統の研究を整理 し(文 化人類学的地域性論,地 理学的地域性論,歴 史学的

地域性論),こ の 「地域性」概念の混乱が研究を疎外 してきた。 その解釈

に混乱の余地のない 「地域差」から研究を はじめるべ きである。 また,
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「地域差は時代差を示す」とした柳田民俗学への反動 と'しての機能主義的

な研究批判 は,そ の全面否定とはならず,著 者(岩 本)は,柳 田民俗学の

伝播論的成果も含め,新 たな 「文化受容構造論」 を提示す る。、その際,

「伝播論」を 「地域性」論 に組み替えるための作業手順 と して/必 然的に

自然 ・社会 ・文化環境に対する適応 という多元的進化論的な傾向に到る。

すなわち地域性論 としての文化の受容構造論的モデルとは,文 化移入を地

域社会の受容 ・適応 ・変形 ・収敏 ・全体的統合の過程と把握 し,そ の過程

と作用の構造を分析するもので,さ らに社会文化的統合のレベルという操

作概念をもちいることによって,、近代化 ・都市化の進行 も含めた,一 種の'

文化変化の解釈モデルである』(岩 本:1993'pp.3～48,一 部要約抜粋)

ここに,岩 本の論 旨を引用 した理由は,日 本民俗学における近年の研究動

向を紹介するとともに,社 会人類学において展開 した村落類型論なり 「地域

類型論」の方法論に尚,多 くの誤解がある点に危惧 しその反証を述べるため

でもある。

岩本 は,同 論中,農 村社会学 ・文化人類学における 「地域性」 「領域⊥概

念の曖昧性を指摘 しっっ,こ れ らの立場における村落類型研究をつ ぎのよう

に一括 している(岩 本:同pp.7～9)。 、要旨としてはデ「同族結合対組結合」

(有賀),「 東北型対西南型」(福 武),「 家格型村落対無家格型村落」(磯 田),

「家凝集的な村落対家拡散的な村落」(川 島);同 族制社会対年齢階梯制社会

(岡)等 の村落構造類型は理念的に村落構造を求 めたのであって,地 域の範

囲は確定されたものではなく,相 対的な地域差による分類に過 ぎず,「地域」

という 「領域」への転換にはなりえない事を指摘 している(下 線筆者)。

まず,岩 本の研究史の整理において社会学 ・民族学における地域類型論が

「地域性研究」 として一括 され議論 されること自体,当 時の研究目的(〈家〉

をめ ぐる論争その他)か らみて誤解を含むものであると同時に本論冒頭部で

引用・した岡の言質で理解されようが,相 対的な地域葦を分類する意図は社会
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人類学的手法においてそのもとよりない。また,そ の後の蒲生の 「日本の地

域性」研究において 「主体の論理」(状 況の論理と一義的価値の論理)に 抽

象化 された日本人の生活構造は,「地域」慣行の分布より抽出された,あ る

いは相対的な地域差を前提として論 じたものは筆者の理解では見当たらない。

例示するな らば,蒲 生の初期の 「親族集団の類型」(蒲 生:1958)に み られ

る地域性研究において農村社会学的資料の蓄積と再考を意図 して地区名称が

併記 された事 はあるが,例 えば 「パ ロウジ」型とする親族類型名称は奄美大

島 ・喜界島方言に由来するものでありなが ら九州 ・近畿地区に適用 してい

る(3)。その後の論考においても類型論が進化するなかで親族 ・婚姻他,村 落

構造を考察す・る諸要素に事例記述は別として限定的な地域名称がふされたこ

とはない。蒲生の 「日本の地域性」研究における一つの到達点としての遺稿

「日本の伝統的社会構造 とその変化について」(蒲生:1982)を 抜粋すると以

下のとおりである。

蒲生はそれまで展開 してきた親族類型 ・村落類型に修正を加える意味で次

のような整理を施 した。

、

日本の伝統的な親族組織 として

(1)出 自集団と親類の共存する親族組織

(a)い わゆる 「同族」を形成 した形態。

(b)「 同族」の形成にいた らないもの。

② 親類のみの親族組織

(a)父 系=男 系的な傾向のあるもの。

(b)双 性的な傾向の著 しいもの。

日本の伝統的な村落構造について

(1一 つの同族 もしくは二つ以上の同族によって村落が構成 されている=
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同族制村落

(2)村 落が年齢階梯制によって組織化されている=年 齢階梯制村落

(3)葬 儀の執行,神 社祭祀の運営,公 共の道作 りなどが,各 世帯の順番 に

よって営まれるものを特色 とする=当 屋制村落

(4)そ の他の もの(※ 権威の源泉が固定せず,村 落 として共同事業が活発

でないもの)

なお,村 落のイデオロギーとしては,(1)は 「状況不変」のイデオロギーに

②～(4)は 「状況可変」のイデオロギーに適合する。

これ らの蒲生の類型論には岩本の指摘する 「地域差を前提とすることによっ

て演繹的に求められ,相 対的な対比による村落構造の類型に過 ぎず(省 略)」

という岩本の認識は明 らかに社会人類学における 「地域性」論への誤解であ.

り概念の混用を理由とする 「地域類型」研究の破棄には消極的評価を与えざ

るをえない。さらに,こ れまでの蒲生の 「同族制村落」「年齢階梯制村落」

の二類型論は対極的な日本社会の理念型として理解 され延用 され批判 ・検討

されてきたが,そ の位置づけに関わる蒲生の論考の中で従来あまり引用され

ない以下の箇所がある。

「年齢階梯型社会組織をもつ村落は,主 として西日本に分布 してきたが,

それは相対的に生産力の高い地域であったのではなく,概 して言 うなら,.

海に面 したところに立地 し,農 地が貧 しく,し かも生産力が低 く,零 細な

農業と漁業を兼業せざるを得ないような地域であったからである。」「こう

してみて くると同族型社会組織 と年齢階梯型社会組織の形成は,あ る意味

で共通の社会的基盤の上に立 っていたといえよう」「両者 の違 いは,前 者

の場合には農地そのものの面積はあるが小作地への依存度が高 く,後 者の

場合には農地そのものにも恵まれず共同的な農外収入一主に漁業一に頼 ら
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ざ るを 得 な い状 況 に あ った。」 「国 家 が 法 的 に そ の よ うな制 度 を もつ よ うに

助 言 したわ け で は な い。 …特 定 の地 域 社 会 の住 民 は,生 きて い くた め に そ

れ 以 外 の方 法 が な い もの と して,こ の種 の きび しい階 層 的秩 序 を選 択 した

の で あ り,ま さ に戦 闘 的組 織 と呼 ぶ にふ さ わ しい と思 う」(蒲 生:1982,

pp.21～23)

以上の蒲生の言質からは,岩 本の整理による相対的な 「地域性」研究でな

いことは無論であるが,さ らに 「同族制」と 「年齢階梯制」のキーワー ドは

単に対極的な理念型のみならず,共 通な社会条件(経 済的な貧 しさ)を 共有

する人々の 「戦略的な文化的適応の方法」の差異として理解されうるのであ

る。 そして,こ こにいう 「文化的適応の方法」とは,一 義的に自然 ・地理 ・

社会的条件により既定された生活空間あるいは人々の歴史そのものを意味す

るものではなく,人 々の選択 した文化の 「主体的条件」(あ る程度首尾一貫

した人々の価値判断の体系)を 意味するものと言える。またこのことが今後

も 「日本の地域性」研究において,な お有効な視点ではなかろうか と考えて

いる。

一方,岩 本が 「地域性」の概念が曖昧なものとして 「地域差」か ら出発す

ることを一つの方法論 として了解 しえて も 「地域差」から 「文化領域論」へ

の転化を媒介させる 「文化の受容構造論」には方法論的な疑義を提示せざる

をえない。岩本の提示 した 「文化の受容構造論」 とは,主 にJ.H.Steward

等の多元的進化論に依拠 している。その中で論 じた 「自然.・文化 ・社会環境

に適応する受容構造」 とは,一 見,斬 新に見えるが,文 化人類学的には,そ

れこそ岡以来のオーソドックスな一方法論であると同時に,多 くの動態的社

会理論の一つにす ぎない。

例えば,近 年の社会人類学における少数民族社会に関する 「社会変化」の

理論 には二つの異なる仮説がみ られ る。 その一 つは先のJ.H.Stewardや .
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Murphy,R.に より提唱された 「文化変容」仮説であり,今 一っはPeterson,

N.等 の主張する 「社会の再生産」仮説である。前者の文化変容論 とは 「社

会経済的に成層化が進んでいない小規模な先住民社会が,交 易を通 して貨幣

経済に巻き込まれると,大 きな文化変容を起 こして最終的には民族文化と社

会は崩壊 し,よ り大きな国家システムの中に取 り込まれる。」(J.H.Steward

andMurphy,R.1956)と するものである。一方,後 者,Peterson,N.等 の

主張する社会の再生産仮説 とは 「小規模な先住民社会の社会や文化は,欧 米

の諸社会との接触や交易によって大 きな影響を受けてきたが,そ れの社会に

おける変化は当該社会の外からの諸要因によって一方的に引き起 こされてき

た変化ではなく,先 住民の主体的 ・能動的な対応によってある程度抑制でき

かれらの社会や文化 は基本的に再生産することがで きる。」(Peterson,N.

1991)と するものである。

このこつの社会変化の理論 はいずれも今 日の民俗 レベルの諸社会の変化を

動態的な視点において捉えようとするものであるが,最 も重要な差異は前者

の文化変容論が,社 会変化の主要因を外的要素 もしくは上部構造としての国

家 システムの変化に求められているのに対 して,後 者の 「社会再生産仮説」

では当該社会のもつ主体的 ・能動的な社会変化への抑制要因に着目している。

先の岩本の 「文化の受容構造論」の日本社会への適用は,J.H.$teward

等の主張する 「文化変容論」にみられる社会変化の方向性を同 じくするもの

と考えられる。より具体的には岩本は 「文化の受容構造論」 を展開 した後,

＼

坪井洋文を引用 しっっ以下のような結 びを述べている。

『坪井が日本民俗学を 「オオ ミタカラ文化(支 配者の文化)が クニワザ

文化(地 方 ごと地域 ごとの文化)を 服属 していく支配過程を明 らかにしょ

うとしている学問」 と規定する視点 は同時に 「政治的統合の作用や近代化 ・

都市化に伴 う画一化の進行(ス チュワードのいう国民文化的レベルの統合)
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のなかでも地域性がみられる」 という視点に置換されうるし,坪 井の目指

した地域性研究とは,こ のように 「政治」や 「変動」あるいは 「近代化」

や 「都市化」=「 オオミタカラ化(文 明化)」 の視角 も含めた,極 めて斬

新な現在学的研究であった』(岩 本同p.36,要 旨抜粋)。

これら岩本により引用された坪井の地域性研究への視点は既存の民俗学に

おいて日本社会の変容過程(特 に近代)を 無視 した静態的(い わゆる伝統性 ・

伝統的文化を暗黙あ前提とした)な 比較研究への内省としては,十 分に了解

されうる。 しか しなが ら,そ のアンチテーゼとして岩本が提示する 「文化の

受容構造論」 および今後の 「日本の地域性」研究のあり方が先述のJ.H.

Steward等 の多元的進化論 もしくは 「文化変容論」 に依拠する限 り,蒲 生

正男の意図 した 「地域性」研究あるいは,私 が これか ら考察 しようとする

「日本の地域性」研究 とその方向性を異にするものである。

岩本が 「地域差」か ら出発する主な理由は,社 会変化の顕著な日本民俗社

会においてJ.H.Stewardの 言 う国民文化的 レベルの統合過程のなかに各地

域 ・地域がどのようにその上部構造の変化に対応 しまた変化 してきたか,広

義の意味での環境適応のプロセスを精査 ・比較することに真の 「地域性」を

認めようとする点にある。

本稿で論 じようとしている私の 「地域性」研究 とは,「文化変容論」では

な く先述の 「社会再生産」説に近似 している。すなわち日本文化の理解 もし

くはその 「地域性」研究の対象は現象的 ・形態的な 「地域」変化に関わりな

く,当 該文化の主体者が社会変化のなかに能動的に選択 してきた社会変化へ

の抑制要因そのものをその社会の 「地域性」 とみなし日本社会を精査 しよう

とするものである。

岩本の 「文化の受容構造論」 とは,言 い換えれば 「国家」「国民」 レベル

(上部構造)の 変化 ・統合が民俗 レベルの文化(下 部構造)の 社会変化 ・統
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合を一方向的に既定することを前提としているのであり,ゆ えに 「都市社会」

と 「非都市社会」の民俗事象が同一のパ ラダイムで論 じられるとするもので

ある。

以下に,私 の・いう 「日本の地域性」研究とは,民 俗 レベル本来の持つ 「主

体的 ・能動的な文化要因」のことであり,そ の比較研究が今 日の多様な社会

変化の中で考察可能なのか否か,そ して,そ れに関連する 「社会構造」分析

上の諸問題を事例研究により例示 しようとするものである。その意味では岩

本の論と逆方向の 「社会変化」の論理を基盤 とした 「日本の地域性」理解の

一方法である。

以下では,地 理的には日本列島の南北 に位置する二地点の比較研究を踏ま

え 「日本の地域性」研究の今後の課題と展望を論 じてゆきたい。

なお本稿でとりあつかう資料 は次のとおりである。

〔事例1〕 青森県下北郡東通村猿ケ森

本稿でとりあつかう資料 は1994年 度～1996年 度の3ヶ 年間,明 治大学社

会科学研究所総合研究 『東アジアの政治 ・経済 ・社会 に関する構造的研究

一国家 レベルと民俗 レベルの構造的連関を視座 として一』(研 究代表 ・大胡

欽一)の 一環として実施された共同研究によりえられたものである。本稿で

は,本 稿の目的に則 して一部の事例を記述 ・引用 している。猿 ケ森地区の社

会人類学的モノグラフは大胡欽一他共著により近刊予定であるので詳細 はそ

ちらを参照されたい。事例はいずれも1994年 度～1996年 度において大胡欽

一 ・山内健治他により調査班を組織 し,同3ケ 年間の毎年7月 に青森県下北

郡東通村猿 ケ森でえられた資料である。

〔事例2〕 鹿児島県鹿児島郡三島村黒島 ・片泊

本稿で用いる資料は,1980年 か ら1981年 にかけて約3ケ 月黒島で実施 し
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た調査資料である。その調査成果の一部は(山 内:1983,1984)等 に公刊 し

ているので,詳 細 はそちらを参照 されたい。

本稿では,そ れら一部の資料を記述 し,社 会構造について要約的に対比 し

再考を試みた。

第2章 日本列島南北の二つの事例研究

第1節 青森県下北半島東通村猿ケ森地区の社会構造

1.地 理 ・生 業 の概 況

東通村猿 ケ森部落は下北半島 ・東部に位置 し太平洋 に面 した戸数22戸 の

小集落である。戸数の推移は,享 保～明治期までは15～16戸 を単位 とした

集落構成であり昭和中葉期に30戸 前後の集落に発展 したが,昭 和55年 以降

は20戸 前後の集落構成に回帰 している。昭和中葉期に戸数 ・人口の増加 し

た理由は,隣 接する山間部に終戦後,炭 鉱が開設され他地域か ら一時的な人

口流入が認め られる。その後,炭 鉱 閉山,猿 ヶ森 の海浜部 の防衛庁施設化

(昭和・33年)'にともない漁業も充分に展開できないまま,む つ市への転出が

増加 した。生業形態としては 地先沿岸漁業および林業 ・若干の稗 ・粟作を

主たる収入源としてきた。また,冬 季における長期間のニシン場等への出稼

ぎも世帯経営に占める比率が高かった。下北に稲作が導入されたのは比較的

近年のことであるが猿 ヶ森では稲作が充分に展開 しなか ったし,稗 ・粟作時

代の田畑の経営面積 も零細であり土地所有を前提とした 「家」の階層差は,

伝統的にみても希薄であることが予想 される。 このことは,す でに蒲生 ・大

胡(1967)に より下北半島北関根地区で示唆 していた 「単層性」的社会(生

産手段の所有 に格差が顕著でな く,支 配 ・'従属関係の欠如 した社会システム)

に適合するものと考え られる④。
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(1)家 族 類 型

平成7年 度現在での東通村猿 ケ森地区の人口 ・世帯数は67名 ・22世 帯 で

ある。調査対象世帯18世 帯の家族員数 ・世代別類型は表1の とおりであ っ

た。

猿 ケ森地区の世帯の特質 は家族人員2人 ・1世 代家族が38。8%と 最 も高

率であり家族人口の縮小化が顕著である。一世帯平均員数 は,3.1人 となっ

ている。1世 代のみによる世帯構成8世 帯の内訳 は,全 事例夫婦のみによる

続柄構成であり,世 帯主の子供世代の他出の現状を示すものである。猿ケ森

地区での家族構成上の最:も顕著な特質は,人 口流出にともなう夫婦家族の高

率化ならびに単純な直系家族からなる構成を特質とする点 にある。 この点に

ついては,表2に おいて個別の家族構造を類型化 し示 した。

表2に み られる家族形態の特質を簡述すれば以下のとおりである。

A(夫 婦家族的)構 成に類型化され る事例のほとんどは夫婦のみの事例

(7例)で あり,こ れらは,す べて現世帯主の子供世代 の他 出による家族構

表1猿 ケ森 同居家族員 および世代

世 代
員 数

1世 代 n世 代 皿世代 計

(実数)
%

1,人 1 1 15..6

2人 7 7 38.8

3人 ,3 3 16.7

4人 2 1 3 16.7

5人 2 2 11.1

6人 皇 2 11.1

計

(%)

8

(44.4)

5
(27.8)

5

(27.8)

18戸

(100)
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表2家 族類型表(注)()内 事例数

A1△ BlB2 Cl

e

(1)

A2
△一=○
e

ee
e

(7) (2)(1)

A3

B3B4

△
(1)

e

e

△
e

(2)

(1) (D

B5B6

e

丁
(1) (1)

類型A 類型B 類型C

世帯番号③⑤⑥⑦⑨ ②④⑧⑫⑬⑮⑰ ①
⑪⑭⑯⑱⑲

事 例小 計(%)

小 計10(55.5%)
小 計7(38.9%) 小 計1 (5.6%)

成である。

B(直 系家族的)構 成の7事 例は全事例の38.9%で あるが,猿 ケ森 におけ

る家族展開の志向としては,一 子残留(可 能ならば長男相続)に よる家族形態

が望まれており,子 供世代の他出中等の条件を加味するならば,他 の事例 も

含めて当該村落において,あ るべき姿の家族形態といえる。

猿ケ森 においてC(傍 系的家族)構 成 はClの 一事例のみである。事例Cl

の家族展開について補足 してお く。現世帯主(長 男)の 婚姻後は,父 ととも

に漁業を営み,孫 を含む三世代の直系家族を構成 していたが,父 死亡後,県
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外に他出 していた弟を呼び戻 し生業を継続 している。弟は,現 在20代 であ

り未婚である。 以上,家 族類型に関連 して説明を加えたきた。 これ ら資料

より看取される家族形態の傾向をまとめると,つ ぎのとお りである。

① 一子残留による直系家族構成を志向している。

② 相続 ・維承 ラインは長男相続を基調と している。

継承者が女子のみの場合には,長 女を相続 ・継承者 とし,婿 養子 をと

る。

③ 現在の家族構成からみられる特質は,長 男相続を基調 とした直系家族

を志向 しなが らも,子 供世代,孫 世代の村外他出を条件 とした夫婦家族

構成が事例の半数以上を占めているのが現状である。

② 家の相続 ・継承

家族類型で考察 したように,猿 ヶ森における家族形態は一子残留形式 によ

る直系家族を志向 している。その相続形態は類型A・B・Cい ずれのタイプ

において も長男相続を原則としていた。長男に関 しては 「ソウリョウノジン

ロク」という家族内の呼称がある。

相続の時期は,戸 主の死亡による場合 もあるが,多 くは戸主の高齢にとも

なう場合と言われている。相続時期において重要 と思われるのは,猿 ケ森で

は子供(次 期戸主予定者)の 婚姻を契機として 「カマ ドワタシ」(家 内にお

ける戸主権他,家 産 ・田畑 ・漁業の場合,船 の譲渡 も含まれる総称)は 行わ

れていないし,伝 統的にも相続は親が高齢(=生 業活動ができなくなった頃)

になると行われると言われてきた。現在,世 帯主の子供世代が全子他出中の

世帯において も,世 帯主の高齢に伴い可能な限 り長男を相続者 として他出先

より呼びもどす予定と言われている。古 くか ら半農 ・半漁に加え出稼 ぎを現

金収入としてきたムラの家族展開および相続の一つのあり方を示唆するもの

であろう。 さて相続時期の重要な契機として親の年齢(す なわち親の働ける
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年齢)は,現 在では,お およそ70歳 前後と言われている。 いずれにせよ猿

ケ森における伝統的相続慣行 は,長 男一子相続による生前相続を基調として

きた。家の継承および若干の個別事例から,さ らに考察をすすめる。

各家の系譜認識はいずれも古 く,そ の多 くは5世 代か ら10世 代以上 の系

譜認識を保持 している。その中で村の草分け屋的な存在 として 〈オオヤケ〉

と呼ばれている家が一戸ある。 しか.しなが ら,こ の家を中心とした本家一分

家関係にある家は現世帯主の上位1世 代で分岐 した1世 帯のみである。他の

「家」の系譜関係についても同様の傾向が認められる。 オオヤケ以外の同姓

の家関係 にある世帯は,現 在,各4家(全9世 帯)あ るが,い ずれも上位2

世代内で分岐 した本家一分家関係である。分家そのものの戸数は 全5世 帯

であるがいずれも次男により創設された各1戸 である。 このことは,猿 ケ森

における累代にわたる分家創設の狭小性 と関連 しよう。姓の異なる他の8戸

では各世代各1戸 で一系的に継承されてきた。また,そ の多 くは代々の長男

により継承されている。その多 くは 「昔か ら猿 ケ森の家」 として伝承されて

きた家々であり系譜の遡及 も 「10世代以上でわからない」 とする家が多い。

さて,以 上にみてきた,猿 ヶ森の 「家」の関係についての諸特徴を要約す

れば次の通りである。

現世帯主の家の世代継続数は,い ずれも古 く一一系 ・直系的に連鎖されてき

た。また,そ の継承に関 しては,長 男子相続による一系継承への志向が顕著

である。 しか しなが ら,本 家一分家関係にもとつ く家格の上下関係は顕著で

はない。 また分家創設 も各世代 において限定的である傾向にある。すなわち,

一系 ・父系出自にもとつ く 「家」の継承が認められるが
,世 代深度を累積 し

た固定始祖か らの大規模な分岐関係にもとづいた強固な父系出自集団の形成

,は認められない。また世代交代にもとづいて再生産される極めて限定的な出

自規制にもとつ く親族構造が予想される。
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3。 親 族 〈オ ヤ グ〉 〈イ チ シ ンル イ 〉 〈イ ブ シオ ヤ〉

猿 ケ森 にお いて 親 族 関 係 を示 す用 語 と して は くシ ンル イ〉 と くオ ヤ グ〉 が

使 用 され て い る。 〈オ ヤ グ〉 と は くシ ンル イ 〉 の こ とで あ る と も言 わ れ る。

本 家 一 分 家 関 係 につ い て は,本 家 は くホ ンケ〉 と称 し,分 家 は 〈ベ ッケ〉 と

称 す る。 この ホ ンケ ・ベ ッケ の分 岐 関 係 の み に関 わ る集 団 名 称 は な い。 先 の

〈オ ヤ グ〉 と は,こ ・の ホ ンケー ベ ッケ関 係 に加 え,自 己 の イ トコ,妻 の デ ア

ト(生 家)等 も含 まれ る。 ま た,猿 ケ森 では,イ ブ シオ ヤ と呼 ば れ る擬 制 的

親 族 慣 行 が 伝 統 的 に存 在 して きた。 オ ヤ グ ・ホ ンケ ・ベ ッケ ・イ ブ シ オ や等

の 構 造 を 理 解 す る た め に以 下 の事 例 に よ り説 明 を して お く。 〈オ ヤ グ〉 の範

囲 につ い て は,(事 例1)1995年7月 盆 の 参 集 者 の関 係 図 に お い て,イ ブ シ

オ や関 係 につ いて は,(事 例2)に 示 した とお りで あ る。

(事例1)1家 、

(事例1)の 自己は,現 在63歳.猿 ケ森内の世帯番号⑱は本文中の表2に

示すS家 より婿入 してきた。 この事例のオヤグの参集 は死亡 した自己の夫

clを 中心としている。現在自己の家族は長男夫婦,次 男,孫 の6人 家族で

ある。自己の夫は長男 として1家 のア トトリであったが,現 在は長男が継 い

でいる。自己の婚家1家 は,猿 ケ森に現在一戸のみであるが,そ の歴史 は古

く,10世 代以上に遡る。1家 の継承者の内,自 己の夫の父(長 男)の 先代は,

一人娘のためムコ養子を迎え継承させている。盆に参集 した 〈オヤグ〉関係

は次のとお りであった。 自己の夫の兄弟関係では,他 出 した次男c2夫 婦

(八戸市在住),三 男c3夫 婦(村 外)の 二組である。自己の直接の兄弟姉妹

関係 としては,6名 がいるが,姉 妹関係者は猿 ケ森外に婚出している。盆に

参集 したゐは猿 ケ森内に世帯のある自己の生家継承者c・4夫 婦とその子供,

自己のイ トコ夫婦c5夫 婦である。・c4は,世 帯番号⑧,c5は 世帯番号④が
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該 当 す る。 尚,世 帯 番号 ④ は96年 度 現 在 で は,病 気 療 養 の た め 長 期 不 在 世

帯 で あ る。 自己 の 〈オ ヤ グ〉 を語 る表 現 と して,次 の様 な 説 明 が あ る。 「オ

ヤ グ は ホ ンケ とベ ッケ の 関係 もそ うだ が,古 くな るオ ヤ グ は付 き合 いが な く

な る。」 「オ ヤ グ は嫁 に な った らオ ヤ グ が生 れ る」 とい う もの で あ る。 ま左,

さ らに オ ヤ グの 中 で も近 い関 係 の者 を さ して,「 イ チ シ ンル イ」 と い う表 現

も聞 か れ る。(事 例1)に お け る 自己 の 「イ チ シ ンル イ」 は,自 己 の生 家 関

係 者 で あ るS家 のc4,c5の 夫 婦 で あ る。 自己 の婚 家 で あ る1家 に は,S家

よ り 自己 の 先 代 に お い て も婿 入 関 係 が み られ る。

(事例1)

龍 ・

↓

2

1b

765432

11

1

2b

仁

C5

猿

ケ
森

▲一丁

猿
・森

並等
7

八
戸
市

▲ヲ

(事例2)N家

(事例2)の 自己は,現 在,長 男が他出中のためN家 の実の父母である① ・

②の位牌を祭祀 している。 この位牌 とは別に同 じ仏棚にて父の兄弟夫婦③ ・

④の夫婦の位牌 も祭祀 している。理由は③の夫婦に小さい頃よりイブシオヤ ・

イブシムスコとして育て られたからであるという。③の夫婦にはその後,継
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(事例2)イ ブシオヤ ・イブ シムスコ関係 ・N家

1①

1 2

　
② ③1④

:
_一 一 一 一 一 一 一 冒_,,,

自己

承者が生れず絶家 となってしまったため,イ ブシムスコとして,そ の位牌を

自己はN家 で祭祀 している。自己によれば,イ ブシムスコの語義 は,位 牌

まで面倒をみて線香をたてることを 「イブス」 というからではないかという。

ここで,猿 ケ森において聞かれる 「イブシオヤ」の形態について補足 して

おこう。猿 ケ森では,「男子は20歳 になると,昔 よりイブシ親一イブシ息子

の関係を結ぶ」慣行があった。 イブシ親慣行に関わる表現としては次のよう

なものが聞かれる。「〈イブシムスコ〉となったら実の兄弟達と同 じようにか

わいがる」「20歳になった将来性のある男子を探 し,イ ブシオヤの方か らイ

ブシムスコになって くれないかと相手の戸主(父 親)に 酒一升をさげて頼み

にいく」「行 く家は血縁がない家も多い」「現在の50歳 代の人たちがイブシ

ムスコとなった最後の世代ではないか」「イブシムスコとなるのは,み なが

平等になるか らではないか」。以上の事例および聞き取 り資料か ら猿 ケ森の

イブシオヤーイブシムスコに関する特徴は,特 定の 「家格」に結合 した関係

ではないこと,男 子の成人をもって締結 されること,'儀礼的な締結のみなら

ず,具 体的な親族行動を伴 って関係が結ばれること,さ らに一部の事例では

イブシオヤの死後 もイブシムスコによる位牌祭祀がみられ,そ の関係を死後

も継続 していること等があげ られる。

猿 ケ森における親族構造の特徴を 〈オヤグ〉〈イチシンルイ〉〈イブシオヤ〉

と呼ばれる族制慣行を中心にまとめると以下の通りである。

① オヤグの範囲は,世 代限定的なホンケーベッケ関係とともに自己のイ
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トコ関係者およびその配偶者を中心としている。

② 「古 くなったホンケーベッケ関係はオヤグから薄れる」 と言 われ,ま

た 「嫁が入るとオヤグが生れる」等の表現は,オ ヤグが本分家関係のみ

を基軸とした広が りではな く,姻 戚関係を包摂することを意味する。

③ 猿 ケ森における社会的条件としての分家創設の狭小性は,父 系の分岐

関係への親族的紐帯が,世 代交代にともない再編されると同時に,各 世

代における姻戚関係の連帯を強化することに関連する。

④ 上記に関連 して最 も近い親族 について 「イチシンルイ」という親族用

語がある。猿 ヶ森では,「妻の生家関係者」を意味す る用語 と して使用

されている。

⑤.〈 イブシ'オヤ〉慣行の特質は次のとおりであった。⇔う男.子の成人にと

もない締結 される。α)依頼の方向はイブシオヤか らイブシムスコ家に依

頼する。(ウ〉薄 くなったシンルイ関係を濃 くするため,お よび家同志を平

等にするためにオヤコ関係を締結する。ω締結関係の選択は特定の 「家」

格を考慮するのではなく,イ ブシムスコとする個人の人的資力により選

定される。以上の猿 ケ森の擬制的オヤ コ関係の慣行は村落類型論か らみ

れば,上 野和男の規定 した 「拡散的構造」 としての分析が可能 であろ

う(5)。

4.年 齢 集 団 〈セ イネ ン〉 〈メ ラ シ〉 〈バ バ 会 〉

猿 ケ森 の年 齢 集 団 に はつ ぎの もの が あ る。

.男 子 は,昔 は,小 学 校 を終 え,'数 え15歳 に な る と 〈セ イ ネ ン〉 に入 った。

〈セ イ ネ ン〉 へ の加 入 期 間 は,現 在60代 の話 者 に よれ ば,当 時 は15歳 か ら

42歳 まで で あ った が,そ の後 人 が少 な くな った の で,45歳 ま で,.さ らに50

歳 ま で と延 長 され て き た。 セ イ ネ ンの こ とを 昔 は若 者 連 中 と い った。

この 〈セ イ ネ ン〉 に は,か つ て は くセ イ ネ ンヤ ド〉 が あ り,現 在 の猿 ケ森
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集落入り口にある世帯 に隣接 してあった。現在は漁協センターを活動場所に

している。

〈セイネンヤ ドイ リ〉は,毎 年12月14日 の晩に行なっていた。 この日は,

正月3日 にセイネンのみで踊 る能舞の稽古の初日でもある。この日は,ヤ ド

に入 る数え年15歳 になる若者が集められ,セ イネン頭(若 者頭)よ り酒膳

が出された。ヤ ドの内部ではや ド頭をは じめ,セ イネン連中の座順 は決まっ

ており,そ れぞれ挨拶 した後,全 員の承諾を経て,ヤ ドイリが許可 された。

このセイネンヤ ドイ リに関 して詳細な儀礼は,現在伝承されていないが,こ の

12月14日 の晩にヤ ド内で座ることにより,村 人に一人前として認あられた。

女子に関す る年齢集団 としては,〈 メラシ〉(処女会)・ 〈ババ会〉がある。

女子は15歳 になった年の 「秋振舞」の日,同 年の女子とともに,〈メラサ ド〉

入 りをした。メラサ ド・メラシは同 じことであるが,メ ラシは,未 婚の女性

の事をいう。昔は男と同 じようにメラサ ド入 りすると,イ ワシ漁等の分配を

受け,女 籠で共同労働への分配を受けた。

猿 ケ森の年齢集団を図化 したものが,図1で ありその特質をまとめると次

のとおりであった。

まず,男 子の年齢組織については,村 の共同労働 ・共同漁業等に関わった

15歳 から42歳(現 在50歳)ま での生産人 口に該当す る層に 〈セイネ ン〉

〈若者組〉 と呼ばれる年齢集団が存在 してきた。 この組織の内部は,「年齢階

梯制」にもとつ く内的多層区分はかって も現在 もみ られない。'また,セ イネ

ン組織内部の役職 も長たる若者頭一人(二 年任期)を のぞいては存在 してこ

なかった。婚姻 した後も年齢範囲内ならば,セ イネンに加入 していた。また

若者組独自のヤ ドを昭和期前半まで もち;主 な活動の場所としていたが,こ

こに寝泊まりする慣習はなかった。若者組の活動の中心は年中行事に関わる

能舞等の芸能の練習にあったが,こ れに参加 しないものには,共 同漁業等の

分配 もなかった。
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図1年 齢組織図
　 　 　 　 　

{男子高齢者は特になしllバ バ会1
1111

42歳 ●若者頭 ●婦人会長

アネ連中

セ イネ ン(若 者連中)メ ラサ ド

(処女会)15歳

1子 供は特にな し 』;;子 供 は特にな し1,
lllI

女子の年齢組織は,同 じく15歳 に 〈メラシ〉 もしくは 〈メラサ ド〉に始

まるが,婚 姻後 は 〈アネ連中〉 とよばれ組織もかつては別であった。メラシ・

アネ連中に加入することにより,男 子 と同 じく共同労働への義務 と分配が得

られた。女子の場合には,常 設のヤ ドは存在 していない。メラシ ・アネ連中

共その活動の中心 は能舞を中心 とする芸能活動であった。 アネ連中をあがる

52歳(現 在70歳)を 過ぎるとババ会にさらに所属 した。 ただ しババ会は仏

行事を中心 とした親睦活動を中心 とする。以上が猿 ケ森の年齢集団の様態で

あった。

56歳

婚姻後

15歳

第2節 鹿児島県三島村黒島片泊の社会構造

1.地 理 ・生業の概況

黒島は薩摩半島坊岬より南西約50キ ロに位置 し行政区分 としては硫黄島 ・

竹島と共に鹿児島郡三島村を形成 している。黒島の総面積は15.65km2で あ

り,最 高標高662mの ヤグラ岳を中心にほぼ楕円形の島型をしている。島内

の東岸には大里,西 岸部 に片泊集落が位置 している。黒島全体の人口の推移

としては,統 計資料の得 られる年代において藩政期間か ら昭和初頭にかけて

は順次増加 し,昭 和9年 に人口728人 をほぼその頂点としている。以後,人

口は縮小の傾向にあり特に昭和35年 ～40年 代にかけての人口減少は著 しく

昭和55年(1980年 現在)で は総人口282人 までに縮小 している。調査対象
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地である黒島片泊の人口 ・世帯数は昭和55年 現在 において99人 ・51世 帯

である。

黒島の主生業は地先沿岸漁業および島を共有地 とした独自の土地制度によ

る焼畑耕作(大 麦 ・小麦 ・カライモ ・野菜類を5年 周期により移動 ・収穫)

による半農 ・半漁の形態をとってきた。昭和30年 代に焼畑が行なわれなく

なってからは放牧による畜産業を営んでいる。

焼畑耕作 と土地制度の関係 は次の通 りであった。

部落のことをこの島では くトコロ〉 と称する。片泊部落の村落全体で所有

する耕作地を 〈トコロぞジ〉 という。〈トコロンジ〉は,毎 年焼畑された後,

部落より各世帯へ籔引により平等に配分 される。 こうした耕作地 とは別に5

戸～7戸 程度の規模で組織されている組の所有地である くクミンジ〉 と呼ば

れる組単位の共有地がある。片泊の集落内には7組 の組があり各組に所属す

る各世帯は トコロンジと同様,火 入れの後,籔 引により配分を受ける。片泊

の伝統的な農業は以上のようなこの島独自の地割 り制度にもとづいた村落総

有制と籔引による配分を原則とし'てきた。 ある個人の組加入の資格条件 は

16歳 ～60歳 までの男子にあり後述の年齢集団と関連する。

2.家 族 の構 造

(1)家 族 類 型

以下の家族の資料は現世帯主51世 帯の内,'調 査可能であった47世 帯92

名を対象としている。家族そのものの民俗語彙 としては くケネー〉 という用

語がある。なお,こ の地域は隠居(別 棟 ・別食 ・別財を原則 とする)家 族制

度が積極的な慣行 としてみ られる。母屋のことを 〈デア ト〉,隠 居する事 も

しくは隠居屋そのものを 〈ワカサレ〉 と呼び,隠 居形態としては隠居分家形

態をとる。調査時においても39家 族内の8世 帯が隠居を営んでいた。

表3は 家族員数および世代数を示 したものである。
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表3に よれば,割 合の高位順に1世 代同居家族(66%),・II世 代同居家族

(31%)の 順であり,皿 世代同居家族は,わ ずかに(3%)の みである。片泊

の家族構成は世代別にみた場合,ほ ぼH世 代までの浅い世代深度により構成

されている。このことは片泊の伝統的隠居がいわゆる隠居分家形態をとり家

族が常に夫婦家族へと分立する志向性と対応 している。II・ 皿世代家族の内

8戸 において隠居が形成されている結果,世 帯規模はさらに縮小 されている。

全世帯平均員数は1.93人 である。表4の 続柄別家族 ・世帯構成表において

その内容をみてみると次の通りである。

表3同 居世代別 ・員数別家族構成

員数
世代 1 2 3 4 5 合 計

1 6 20 26(60%)

II 2 5 2 3 12(31%)

皿 1 1(3%)

戸 数 6 22 5 3 3 39(100%)

.人 数 6 44 15 12 15 92

表4続 柄別家族 ・世帯構成表

続 柄 世帯主との続柄 戸主との続柄

世帯主 ・戸主 47(1000%) 39(1000%)_

配偶者 32(680) 30(769)

子供 11(234) 11(282)

子供の配偶者 0 0

孫 0 0

父 0 3(79)

母 0 6(154)

配偶者の母 0 2(51)

前配偶者の母 0 1(26)

家族 としてみた戸主か らの続柄の特色は,ま ず戸主 ・戸主の父母 ・配偶者 ・

その子供からなる単純な続柄構成となっている。配偶者の母 ・前配偶者の母
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との同居は,後 述するこの地域の 「双性的隠居家族」の形態によるものであ

る。隠居を独立世帯として示 した世帯の続柄は,さ らに夫婦 ・未婚子女から

のみなる単純な構成形態をとっている。片泊における夫婦家族志向を端的に

示す数値といえよう。

② 隠居制家族と位牌祭祀

片泊の家族構造を特徴づける慣行は隠居家族である。その形態 としては親

夫婦のみが隠居世帯を形成す る 「単独隠居」形態と親夫婦の隠居 に際 して未

婚の子女を伴 う 「隠居分家」の両形態が見 られる。後者の具体的な展開様態

を(事 例3)に て例示 しておこう。

(事例3)隠 居制家族の展開

隠居分家の展開は図2に 示 した通 りである。 この事例ではD世 代の隠居分

家の様子が図示 されているが,そ の特色は親の最終の隠居屋が婚出 した娘の

婚家に創設 されたことにある(自 己c2の 妻d1と その母e2の 家族構成)。

片泊では身近な者の位牌 は隠居に伴い隠居屋で祭祀 される結果,調 査時現在

では,自 己からみて双性的位牌祭祀(al・a2・b3・b4・ .e1・f1・f2・e6・e8・

d5・d6の 位牌)が 継承 された。

(事例3)に みられるような家族の居住形態 と位牌祭祀 の継承 は,片 泊の

家族構造の大 きな特質である。すなわち,親 夫婦と子供夫婦の別棟 ・別財 ・

別食による隠居制家族の展開を第一の特色とする。第二の特色としては」隠

唐制による親夫婦の最終の帰属屋敷は,長 男～末子および状況によっては婚

出後の娘 ・息子をも含めて選択的である点にある。このことは片泊の隠居制

家族が妻方親族の父母との同居を含めて極めてゆるやかな構造をもっている

と言える。また位牌祭祀継承においても妻方親族員の位牌祭祀が29%に の

ぼる非父系的継承を許容 してきた。 これらの資料にもとづいて片泊の家族構
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%塵 敷内… で・祭祀位牌%醒 敷内・・キ。での祭祀位

造 を 「婚 姻=双 性 家 族 」 と して 規 定 したの で あ った(山 内:1983)。

3.親 族 〈ヤ ウ チ〉

黒 島では親族関係者一般を示す民俗語彙として 〈ヤウチ〉が用いられてい

る。〈ヤウチ〉の基本的な構造は自己を中心とした双性関係者であるが,そ

の具体的内容を くネントウ回り〉(旧 正月2日 の午前中実施 される各家の位

層牌祭祀訪問)
より例示 しよう。〈ネントウ回 り〉に 「位牌 を拝みに回る家の

ものまでがヤウチ」 といわれている。

図3は 訪問者を自己にとり訪問先の関係を図化 したものである。訪問先の

内,現 世代での分岐関係が 〈ワカサレ〉(分 家)戸 である者7例,婚 出者で

ある者13例 であり 〈デア ト〉相続戸よりも非相続者への訪問が高数値 を示

している。このことは,片 泊では本家一分家関係を総称する集団名称はなく,

また直接の兄弟関係の分岐関係者であって、も本家一分家関係が曖昧 ・混同し

ている場合が少な くないことに関連する。また隠居分家の展開により位牌祭
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図3ネ ン トウ回 り訪問先
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祀の継承が婚出 した兄弟姉妹の屋敷にて祭祀されている場合もあることにも

関連 している。 また,自 己の妻方関係者(C枠 内),自 己の婚出 した姉妹関

係(A枠 内)者 への訪問 も夫方関係者 との対比において同程度 に重視 され

ていることも双性的な家族構造に関連するものと考え られる。この妻方 ・母

方関係者への傾斜は上位1世 代でより明確な傾向を示 している。

片泊の親族構造は次のように整理されよう。

① 当該社会には単系出自を基盤とした集団は存在 してこなかった。また

世代を遡及する本家一分家関係 ・系譜観念は希薄である。

② ヤウチの範囲は理念的には自己より双性的に上位2世 代までを範囲と

しながら,実 際に機能するのは上位1世 代 ・イ トコ関係までが多い。こ

のことは,当 該社会の地域内婚率(91%),血 縁内婚率(28%)の 優位

性に関連する。

③ 双性的親族関係内における訪問 ・参集の原理には,「家」筋 ・相続戸 ・

非相続戸等の条件 ・規制は認め られない。む しろ隠居制家族を条件とす

る妻方=母 方親族員の相対的優位性が看取 される。
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4.年 齢 集 団

現在,年 齢組織 として存在するのは青年会 ・婦人会 ・老人会の三組織のみ
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である。かっての若者集団を継承 した青年団は昭和29年 に構成員 の不足に

より解散 している。男性 は70歳 ・女性は65歳 になると 〈部落あがり〉 とな

り通船作業等の部落労役から引退する。以下に記述する年齢集団は過疎化以

前に存在 していた くニセェ〉と呼ばれた若者組を中心とした記述である。

当時の片泊の男子 ・女子の年齢組織を図化 したものが図4で ある。

まず,男 女とも7歳 の誕生日を迎えると くオビトキ祝〉を経て 〈ドシ組〉

(子侯組)に 加入 した。子供組には男女の区分 はなかった。男子 は15歳 にな

ると 〈ニセェ〉(若 者)入 りする。ニセェ組の年齢は,35歳 までであり,36

・ 歳 ～60歳 は 〈オ セ組 〉 に加 入 す る。 ニ セ ェ組 とオ セ 組 を 併 せ た15歳 以 上 ん'

60歳 ま で の 階層 を ユ ウ ブ(要 夫)と 呼 ん で い る。 ユ ウ ブ と は部 落 ・組 単 位

の公 共労 働 に参 加 す る責 務 が あ り,カ ツ オ漁,焼 畑 耕 作 に お け る労 働 構 成 員

で あ る。 女子 は17歳 か ら60歳 まで が ユ ウ ブ と して 公 共 の 作 業 に参 加 した。

こ う した年 齢集 団 の 詳 細 は 〔山 内:11984〕 に記 述 しだ ② で,以 下 に は そ の

特 色 の み を ま とめ て お く。

図4年 齢 階 層

男 子 部落あがり く老人会〉 女 子

ユ
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A:ニ セ ェ頭,A';ニ セェ副頭,A`:オ ヤ ッドン(若者の親方),

B:二 十 五頭,C:コ ニセェ頭,D:子 供 頭
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① 若者宿は部落内の3ヶ 所(部 落内の地縁区分 としての上村 ・中村 ・下

村の各3ケ 所)に 設けられていたが常設の宿ではな く民家を借りて宿 と

していた。各宿には 〈オヤッドン〉 と呼ばれる宿の頭がいた。男子の年

齢階層には4つ の階層があり,年 齢を経るに連れて順次,上 部階層に組

み入れられた。女子の階層 は男子 に比べ単純であり 〈ヨメジョ〉と婦人

会の2階 層区分のみである。 また女子の宿は存在 してこなか った。

② 男子の年齢階層区分の中で地位 ・役割が大きく転換する重要な時期は

次の4期 である。ニセェに加入す る時期(15歳)。 これ以後ユウブとし

て村落の労働要員となる。若者組の中でコニセェ層からニセェ層へ移行

する時期(18歳)。 以後戸主となることが許され若者宿を中心 に活動 す

る。また,サ ンゼ階層になるとニセェ頭等の役職 となり若者を指導する。

若者組からオセ組(大 人組)へ 移行する時期(37歳)。 これ以後,部 落

の主要労働員であると同時に村落の指揮階層 となる。最後に部落 アガ リ

となる60歳 以降であり文字どおり村落か らの隠退を意味する。 ・

③ 各階層には,そ れぞれ頭役がおり,村 落全体の統合はオセ組の年長者

達から選出された当番役であった。

④ 若者組の主な機能 はそれぞれ年長の者 により儀礼作法 ・下駄 ・草履作

りの方法 ・漁の詳細な手順 ・年中行嘉 祭り事における踊り方,炭 焼き

の方法,あ るいは焼畑における火入れ ・地割りの方法が伝授され,必 要

に応 じて共同労働を実施 していた。

第3章 「社会構造」の対比と社会変化

以下では,こ れまで述べてきた下北半島猿 ケ森 と黒島片泊における社会構

造上の比較分析をおこないながら 「日本の地域性」に関連する問題に論及を

すすめたい。
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まず,は じめに事例の様態を概況としてまとめたものが表5で ある。表中

の項 目別の補足説明ならびに事例の比較検討を整理するならば次のとおりで

ある。

①～② 人口 ・生業

いずれの社会においても伝統的に半農 ・半漁の村落社会であったが,共 通

する産業基盤の脆弱性から早 くから出稼 ぎを主要な現金収入源としてきた社

会であった。猿 ケ.森では北海道ニシン場への集団出稼 ぎであったし,黒 島で

は九州方面の炭坑あるいはカツオ基地への出稼ぎであった。大正期以降 これ

らの出稼 ぎが衰退 してか ら,両 社会では都市部への他出が加速せ られること

になる。猿 ケ森では次男以下の他出が顕著であり,大 正期以後の分家創設は

極めて少ない。

③～⑧ 家族 ・相続 ・継承

両社会は過疎化に伴 う人口流動の顕著な特色を共通 しなが ら,尚,今 日の

家族構成上の特質においても差異を看取することが可能である。両社会の子

供世代の他出を条件として夫婦家族率は共に高い数値を示 しているが,猿 ケ

森 における直系家族率は尚38.9%存 在 している。 また,黒 島の場合の直系

家族(22.0%)は,隠 居制家族の慣行によ り,生 活単位としての世帯として

みれば,い ずれも夫婦家族的構成をとっている。結果,世 帯の平均員数には

猿 ケ森(3.1人),片 泊(2.36人)と0.65人 の差異を認めることができる。

相続に関 しても猿 ケ森では代々にわたる長男相続を原則 としてきた し親の

一定年齢(か つては50歳)に 従 い戸主権の譲渡が行なわれ
,親 夫婦 ・長男

夫婦同居の直系家族グ志向されてきた。片泊では,子 供の婚姻を契機 とした

隠居分家により家族が展開するため家 ・屋敷の相続は長男～末子まで選択的

であり,ま た家財産は分割的である。今日,人 口流動の現象下においても,
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表5

村落名(調 査年)
青森県下北郡東通村猿 ケ森

(1994年 ～1996年)

鹿児島県三島村黒島片泊
(1980年)

①人口 ・世帯数 67人 ・22世 帯 99人 ・51世 帯

②生業の様態および ・稗作(畑 作)。 林業 ・畜 産(牛 ・ ・地割 り制 に もとつ く焼畑耕作(麦 ・

その変遷 馬の放牧)・ 漁業(イ ワシ ・ブリ等 芋類等)
の地引き網漁)※ 沿岸部に漁業活 ・畜産(牛)・ カ ツオ漁 ・大型 カ ッ

動 のため納 屋集落 を形成 していた。 オ船,炭 坑等 への出稼 ぎ。
・炭坑 ・ニシン場への出稼 ぎ。 ↓

↓ 畜産(牛)・ 港湾労働。
・畜産 。林業 。都市部への出稼 ぎ。

③ 夫婦家族 55.5% 77.0%

霧 直系家族 38.9% 22.0%

構 傍系家族 5.E% 0.0%
成 平均員数 3。1人 2.36人

④家形居住形態 夫婦家族と直系家族的形態 隠居制家族による夫婦家族

(別棟 ・別財 ・別食を原則 とす る)

⑤家族の志向類型 直系家族(現 状維持型)志 向 夫婦家族(縮 小型)志 向

⑥相 続 形 態 長男相続 長子～末子まで選択的

分 割 形 態 相続者単独 長男～末子までの分割

相 続 時 期 親の高齢化 ・生前相続 子供の婚姻 による隠居 を契機 とする。

⑦位牌祭祀継承 長男へ継承→父系単系型継承 妻方親族員の位牌継承許容→双性型

(一部事例では擬制的親子関係によ 継承

り継承)

⑧家族構造類型 父系単性家族 婚姻=双 性家族

⑨婚姻 地域内婚率志向高い・血縁内婚姻率低位 村落内婚姻率91%・ 血縁内婚率28%

婚姻契機 〈モ ノユイ ゼニ ッコ〉(仲 人 によ る交 渉) 婚前交渉の自由 ・一時的妻訪婚 あり

⑩ ・名称 オ ヤ グ ・イ チ シ ンル イ ヤウチ

親 ・出自規制 父 系lineageとkindredの 併 存 自己中心的双性的関係のみ存在
・「家」連合の様態 本家一分家認識はあるが対等的 本家一分家関係の認識が曖昧

族 ・家の階層差 な し なし
・親族結合 父方 ・母方対等的 妻 ・母方の優位性
・擬制的親子関係 イブシ親一 イブシ息子関係 な し

※拡散的締結関係

⑪ ・名称 〈セイネ ン〉(男 子) 〈コニセ ェ〉 〈ニセ ェ〉 〈サ ンゼ〉 〈オ セ〉

年
齢集

団

・若者宿
〈メラシ〉〈アネ連中〉〈ババ会〉(女 子)
セイネ ン宿(集 落 内1ケ 所 に常設宿)

ババ会(集 落内1ケ 所に常設)

(男子)・〈ヨメジョ〉〈婦人会〉(女子)
ニセェ宿(集 落 内3ヶ 所 の民家)

・階層 区 分 およ 男子1階 層(15歳 ～42歳) 男 子4階 層(15～17歳 ・18～25歳 ・

び年齢幅 女子3階 層(15歳 ん婚姻 ・婚姻後 26～35歳 ・36～60歳)

～52歳 ・52歳 以 降) 女子2階 層(17～27歳 ・28～60歳)
・主な機 能 集落内の公共労働 。地先沿岸漁業の 集落内の公共労働 ・焼畑耕作の協同

協同労働 と配分 ・年中行事 ・能舞 の 労働 ・地先沿岸漁業の協同労働 と配

伝承 分 ・年中行事 ・舞踊 の伝承

⑫村落自治 年齢 ・輪番制 年齢 ・籔引 き決定
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猿ケ森では他出した長男のUタ ーンが親の高齢化(現 在70歳 前後)を 条件

へと変容 しながらも直系家族志向(現 状維持型)に 変わりはないし,片 泊で

の夫婦家族志向(縮 小型)は 親夫婦 ・子供夫婦二世代の不同居観の徹底 した

隠居世帯に,あ るいは子供夫婦の他出により今日もみてとることが可能であ

る。猿 ケ森の直系家族志向に関連 して,猿 ケ森の位牌祭祀は父系単系型の継

承を累代にわたり今 日まで維持 してきた。一方,片 泊での家族の流動的構造

を条件とした妻方親族員の位牌祭祀継承は本論事例に示 したとおり今 日なお

高率に看取され双性型の位牌祭祀継承といえる。

以上の家族構造を蒲生正男(1970)の 類型論に従い対比するならば猿 ケ森

の家族を 「父系単性家族」と規定できようし片泊の家族を 「婚姻一双性家族」

と規定できよう。また,同 じく過疎化 し人口流動の著 しい両社会において,

現在の家族構造は同質的なる要素よりも,な お異質な要素が顕著 といえる。

⑨～⑩ 婚姻 ・親族

血縁的内婚は片泊において高率であり,ま た両社会で地域内婚率は高かっ

たが,今 日,い ずれの数値 も減少傾向にある。婚姻契機は猿 ケ森で 「実質的

仲人婚」 に関連 した 〈モノユイゼニッコ〉等の儀礼が伝承され,片 泊ではヨ

バイに関連 した伝承が認められるが婚姻そのものの減少にともない,い ずれ

も過去の儀礼伝承の域を出ない。

猿 ケ森の親族構造は,各 家の長男相続を基盤とした一系的家族を単位 とし

極めて限定的なlineage〈 オヤグ〉を親族編成の基盤 としながら,具 体的な

親族行動を伴 う範囲は,そ の地理的 ・経済的条件に規定されながら各世代の

キンドレッド内に限定 され,そ の構造は 〈イチシンルイ〉による姻戚関係へ

の連帯強化,さ らには擬制的オヤコ関係による親族の再編の過程が顕著であっ

た。親族類型としては父系lineageとkindredの 併存による父方 ・母方の

対等的構造 といえる。
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片泊の親族用語は自己中心的な双性関係者を意味する 〈ヤウチ〉のみであ

り,出 自集団に関わる名称 は存在 していない。隠居制家族にもとづいた妻 ・

母方関係者 との紐帯が顕著であり,直 接の兄弟関係であっても本家一分家関

係が曖昧である。

以上の親族構造における両社会の異質性は,今 日,親族参集の員数としては

減少傾向にあるものの,そ の構造原理 としては本質的な変容は認められない。

⑪ 年齢集団

両社会 とも年齢集団を保持 し,そ の集団員は生業 ・年中行事 ・芸能等に機

能 してきたが,そ の細部における特徴は異なる。

猿 ケ森の年齢集団の階層 は男子が単階層(15歳 ～42歳)で あり,セ イネ

ン集団に加入する時期が短い。片泊の年齢階層 は4階 層に設定され,15歳

～60歳 までとなっている。女子に関 しては猿 ケ森で3階 層あるがメラシか

らアネ連中への移行は年齢ではなく婚姻を契機 としている。またイミバ会は宗

教的講集団 としての性格をもつ。片泊の女子階層は年齢を契機 とする2区 分

である。両社会の大きな差は猿 ケ森の年齢集団が当該村落の生産活動(主 と

して漁業に関連 して)に 従事する生産人 口の年齢を単位とし単層的な年齢集

団を設定 してきたのに対 して,黒 島片泊では,生 産人 口の年齢幅内に複数の

下位区分と各集団の頭が設定 されてきた。

黒島片泊の年齢集団には従来の 「年齢階梯制」(6)という概念が適用で きう

るが,猿 ヶ森の年齢集団は,平 山和彦(1984)の 分類する東日本を中心とし

た 「青壮年型」の年齢集団に近 い。

ところでこうした両社会の年齢集団の変容 ・衰退は今日,最 も著 しい特徴

と思われる。猿 ケ森においては地先沿岸漁業の衰退により年齢集団の機能は

年中行事における能舞伝承の場のみに限定 されてきた。片泊において もカツ

オ漁の不振,地 割制にもとつく焼畑農耕の衰退において年齢集団の機能の場
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は,盆 踊 り等の年中行事伝承に限定 されてきた。 また両社会とも若者の流出

した今日,〈セイネン〉あるいは くニセェ〉と称する活動 はもっぱらおおよそ

成人～60歳 前後の人々によって担われているのが現状である。 伝統的な若者

宿を消失 した両社会の年齢集団は,そ の痕跡を伝承のなかに見出すにすぎな

いo

⑫ 村落 自治の原理

村落の自治的集団にみられる原理 としては,猿 ケ森では,か つて存在 して

いたマワリ宿の慣行 に象徴される当番制が顕著である。 この慣行は旅人 ・村

役人等を宿泊させる家当番制のことであるが,部 落会 ・牧場組合 ・林業組合 ・

漁業組合等をはじめとする村落の多様な組織の役職には,現 在 もこの当番制

による決定を原則 としている。一方,黒 島片泊では年齢階層による年齢原理

もみられるが,も う一つの原理として伝統的な焼畑耕作時代 より継承 してき

た籔引き決定による原理 も見 られる。現在の部落役職の選出は,二 定年齢層

よ り選挙により選出されているが,集 落内の諸行事等の割当は輪番制を原則

としなが ら籔引きによる方法が採用される場合がある。

第4章 終 章

さて,・以上,両 社会の伝統的要素とその変化について簡述 し,対 比的に要

約 してきた。.

本論のはじめに引用 した蒲生正男(蒲 生:1982)の 親族類型 ・村落類型に

従 い整理するならば,つ ぎのような整理が可能であろう。

日本の伝統的な親族組織 としては,猿 ヶ森は(1}一(bl「出自集団 と親類の共

存する親族組織一同族の形成にいたらないもの」に適合 し,片 泊は② 一㈲

「親類のみの親族組織一双性的な傾向の著 しいもの」に適合的である。
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村落構造については,猿 ケ森は,(1)同 族制,(2)年 齢階梯制,(3)当 屋制,(4}

その他のいずれの要素 も具備 しなが ら,い ずれか一つの類型化は現在のとこ

ろ困難なよう,に思われる。一方,黒 馬片泊の村落構造は伝統的には(2)の年齢

階梯制村落が適合的であるといえよう。

本論稿は,も とより両社会の伝統的な村落構造の類型化を図る意図は.ない

ので,そ の詳細とりわけ下北半島における村落構造の諸問題は別稿にまかせ

るとして,以 下では 「日本の地域性」と 「社会変化」に関連 して事例の対比

か らえ られた問題を整理 し本論の結びとしておきたい。

まず,両 社会の社会変化の比較を通 じて,少 なくとも以下の点を留意事項

として指摘可能であると考える。

「日本の地域性」の考察を社会変化の理論 と関連 して述べる時,「理念的モ

デルの対比」 によってあるいは,「地域 ごとの地域差」から出発 しようとも,

いずれも対象 とする文化要素が関連 している社会構造の精査ぬきには,そ の

比較 ・類型花 は意味を持ちえない。

このことはすでに大林太良(1985,1986),佐 々木高明(1982)等 によ り

指摘 されてきた生態学的領域 も含めてのことであるが,社 会構造内部に限定

していえば,生 業に関わる諸々の社会集団の変化は生業の変遷に伴 う変容が

著 しいものと考えられる。

事例に則 して述べれば,猿 ケ森 ・片泊の両集落で,生 業に直接関連 してき

た社会集団 としては 「年齢集団」(若 者集団)が あげられるが,共 に生業の

(漁業 ・焼畑の衰退)変 遷に伴い,そ の本来の性質を変貌 させてきた。今 日

的にみれば,両 社会の年齢集団は成人から村隠退年齢 までを一組 とした村の

公共労働参加の年齢区分を設定 しているに過 ぎないのであり,芸 能伝承等に

限定 されたその機能 も両社会で同質的であるといわざるをえない。

一方,両 社会では,親 族関係が直接的な生業の単位 となることは伝統的に

も今 日的にも認められなか った。猿 ケ森においては同族制あるいは本家一分
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家関係にもとづいた互助協同の労働組織は存在 してこなかった し,..「家格」

を前提とする田畑の経営格差は認めがたい。片泊では元来,焼 畑耕作は地割

制 にもとつ く籔引決定であったし,集 落の公共労働は年齢集団により担われ,

親族関係と生業は直接的な機能的連関を有 してこなかった。

結果として,今 日,生 業形態が大 きく変化 した両集落において,位 牌祭祀 ・

家の継承 ・祖先祭祀等にみられる親族構造は基本的構造 としては通時的に一

貫性があり,し たが って今 日なお多 くの両社会の異質性を認めることが可能

である。

こうした事例と社会構造の対比により意味される内容は,日 本文化の 「地

域性」を単に多層的な分布図の累積,あ るいは相対的な地域差を目的とした

「領域論」あるいは 「類型論」の限界 とその問題点を提示 しているものと理

解 される。

例えば,東 京大学文化人類学教室 「日本文化の地域類型」(泉 靖一 ほか:

1963)の 研究では,多 くの標本抽出と家族 ・親族 ・婚姻,・年中行事 ・宗教そ

の他多様な指標により分布図が作成されたが,長 島信弘は仮説的な複数の領

域設定を提示 した後,次 のような結論にいたっている。「地域区分に もとつ

く文化複合の理念型や設定や地方的差異の詳細は今後の課題であるが,こ う

した文化要素の分布論的研究が日本民族 の起源論 にどこまで貢献で きるの

か,あ るいはこうした研究か ら何がわかるのか」(Nagashima,N.andH,

Tomoeda:1984)に ついて疑問視 している。 こう,した研究 に欠落 していた

視点は 「構造分析による地域性研究」の不十分性ともいえるが,最 も重要な

ことは当該する村落構造と社会変化の諸要因に関連 した精査がなされなかっ

たため,全 ての文化要素が同質的に同一の指標の中で考察された結果ではな

か ったかと考え られる。例えば,マ キ ・イッケ ・イットケ ・ヤウチ等の親族

語彙に関 しての分布 ・領域設定は,当 該社会におけるそれら親族組織が生業 ・

労働組織等の社会構造の一要素として,ど のような機能的関連を有 してきた

116(242)



「日本の地域性」研究に関する一考察

のか,ま たそうでないとすれば,そ の社会の親族組織は社会構造の中にどの

ような様態 ・位置づけがあるのか,こ うした社会構造内のレベル分け,あ る

いは文化諸要素の諸連関 ・区分を精査 しなければ親族構造 ・語彙の平板的な

比較 ・分布 は 「日本の地域性」を理解するうえであまり意味をもちえない。

また,年 齢集団における若者宿の有 ・無等のみか ら導きだされる分布 ・領域

そのものは,通 時的にも共時的にも 「日本の地域性」理解の例証資料として

あまり意味をなさないのではなかろうかと考えている。

総論的にいえば,「 日本の地域性」研究にとって 「社会構造」の対比 ・分

析は重要な項目であるが,そ の方法論上の手続としては 「社会構造」と 「社

会変化」の動態的プロセスを媒介とする指標,例 えば,環 境や生態系の変化

において社会構造内のどの要素がパラレルに変化 し易いのか,あ るいは変化

し難いのか,そ の方法論的な課題が研究史上においても十分に議論 ・整理さ

れて こなかっ、たといえる(7)。

一方,先 の問題の所在で紹介 した岩本通弥等 の多元的進化論 に依拠 した

「文化受容の構造論」に関 してはどうであろうか。

下北半島猿 ケ森 と黒島片泊は,生 態的 ・地理的条件あるいはよ り広義に環

境的条件としてもよいが,明 らかに日本列島南 ・北の異質性を認めることが

可能であろう。 しか し,そ こに展開してき'た直系家族:隠 居制家族あるいは

父系単系家族:双 性家族,親 族構造における明確な差異は,総 て環境決定的

な要因により規定 されたものとは言い難い。産業基盤 としては脆弱な半農 ・

半漁の生業形態はその後の出稼 ぎも含めて両社会に共通する与え られた環境

要因ともいえる。

また社会変化に伴 う 「受容構造の差異」を日本社会の 「地域性」なり 「地

域差」とみなすならば,こ の両社会に共通する外的要因によってもた らされ

た社会的変化の様態は過疎化 ・他出 ・人口規模の縮小 ・伝統的生業の衰退に

ともなう年齢集団の崩壊等を共通す'る変化 として指摘できるかもしれない。
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あるいは異なる変容過程を抽出することも可能であろう。 しか し,仮 にそう

であるとしても,そ の動態的プロセスの受入れ方幕 「文化の受容構造」 の共

通項や異質項か ら何が導きだされるのだろうか,あ るいは日本の村落構造の

差異について何が積極的に明 らかにされるのだろうか。またそのことが 「日

本の地域性」研究において最も有効な一方法論 とも思われない。

むしろ,先 述 した,環 境の差異あるいは社会変化を通 して保持されてきた

「社会構造」を精査することの有効性は,本 稿の事例研究において示 したよ

うに,今 日なお 「日本の地域性」を理解するうえで重要な指標と考えられる。

こうした 「日本の地域性」に関する理解の差異は,本 質的に・は本論冒頭部

で述べた次の点に帰着 される ものか もしれない。すなわち,J.H.Steward

等の多元的進化論あるいは岩本の 「文化の受容構造論」の背景には 「国家」

「国民」 レベル(上 部構造)の 変化が民俗 レベルの文化(下 部構造)に 社会

変化を一方向的に規定することを前提 としているかにうかがえる。 しか しな

が ら日本社会における地域差のみを考察対象としても 「国家」的 「国民」 レ

ベルの変化 とは関わりなく,民 俗 レベルにおいて認められる社会総体の中に

はこれまで述べてきたような複数の文化要素には 「社会構造」内に維持 ・継

続されてきた社会変化への抑制要因が認められると考えるのである。それは,

今日なお文化主体者 として人々が選択 してきた文化特性(文 化が異質性であ

るとしか説明しえない要素)の ことであり,蒲 生正男が 「主体性の論理」

(あ る程度首尾一貫 した人々の価値判断の体系)と 呼んだ内容のことである。

このことについての対比により日本社会を理解 しようとする研究を私 は 「地

域性」と理解するのであり,そ の意味に限定 してのみ日本社会の理念的 「地

域類型」論は,今 日なお可能である、と考えている。

確かに今 日の日本社会の変化は著 しく,も はや静態的あるいは 「伝統的」

なる社会を仮説 しての文化理解は困難であることは自明の理である。岩本や

J.H.Steward等 の言 う 「国民」的 ・「国家」的文化 レベルの統合とは,そ の
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概念的な誤解を回避するために,私 はさしあたって,「文化的公共化」 と呼

んでおきたい内容 レベルと考えている。文化的公共化の一例を示せば,今 日

の日本社会において都市部 ・非都市部を問わずモータリゼーションが普及 し

家族形態においては表面的に 「核家族」化が進行 し親族行動は地域を問わず,

日常的には縮小傾向にある。また各地域で開発 ・進歩 してきた農業 ・漁業等

生業に関わる技術は全国 レベルで同一な技術水準が普及 しっっあるし,非 都

市部での人口の過疎化 と平行 して各地域の産業後継者の不足は同一の根をも

つ ものと考えられる。また,民 俗 レベルでの年中行事その他に目をむけてみ

ると,都 市部 ・非都市部に関わりなく,か って各地域で保持されてきた儀礼

の意味内容は全国 レベルで祭事標準化 しっっある。 しかし,以 上に例示 した

「文化的公共化」 とは各地域の社会構造においては極めて現象的 ・形態的な

社会変化として限定的意味で理解 しうるものと予想 している。

こうした 「文化的公共化」において,今 日なお当該社会で主体的 ・能動的

にコントロールされている文化要因にこそ,当 該社会の 「地域性」の指標ど

して比較考察が可能であろうと考えている。

最後に,本 稿では家族 ・親族 。年齢集団等の事例分析に傾斜 したため葬墓

制や年中行事 ・儀礼 ・宗教等多 くの社会構造に関わる内容には立ち入 ること

ができないままであった。 こうした文化要素全般 と社会構造上の変化につい

ての包括的議論はすべて今後の課題である。

〈註〉

(1)福 田ア ジオ は,『 日本民俗学概論』1983吉 川弘文館,1984『 日本民 俗学 方法

序説」 弘文堂 等に この問題 を整理 して いる。

(2)同 報告書43集 ・52集 所集で は岩本通称 ・福 田アジオ ・上野和男 ・山本 質素

等 他の論 考には 「地域性」再考 に沿 った事例分析 ・報告が展開 されている。

(3)蒲 生 の地域類 型論 は,従 来の農村社会学 にお ける 「家」「講」「同族」 とい っ

た類型 の名称 が相対 的地域性あ るいは相対的通時性で あれ,ま た日本人 のイデ

オ ロギーであれ,日 本社会を説明す る概念 と して は社会学的 に も民俗学 的に も
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未整備 の概念 であ りかつ,資 料的 な偏 りを もって論 じられた ことへの反証 とし

て論 じられた。 すなわち,日 本の地域性研究 を 「親族」 を共通 指標 に解析 した

ものであ った(蒲 生:1958「 親族」 日本民 俗学体 系3,復 刻版1976:pp.233～

255他)。

(4)『 下北 自然 ・文化 ・社会』(1967初 版)九 学会下北調査委員会編 では,考 古 ・

言語 ・歴史 ・民俗 ・宗教 ・教育学他,同 地域 の社会 的 ・歴史 的諸側面 に関わ る

学際的研究 を網羅 していた。尚,同 報告書 は1987年 に復刻 され てお り,本 論

の参照 は1987年 度版 か らの ものであ る。

(5)擬 制的親族関係 としての くイブシオヤ〉 〈イブシムス コ〉 につ いて は,上 野

和男 による親分子分 関係 と村落構造 との関連 を問題 と した類型論 が詳 しい(上

野,1992,pp,89～166)。 この類型論 に従 えば,猿 ケ森 の事 例は 「集中的構造」

で はな く 「拡散 的構造」(「個人を単位 と して構成 され,年 齢 や世代 の上 の者 が

親分 となる関係 であ って,村 落内部 の親分子分関係 の連鎖 をみる と,親 分層 ・

子分層 の区分 はな く,ど の家 もまた どの個人 も親分 とな り子分 とな る場合 が多

く,親 分子分関係 が平板的 に村落を おお うものであ る。」 上 野,同p,122)と

して理解 しうる一事例 であ ろう。

(6)「 年齢階梯制」 とい う概念 ・用法 につ いて は 〔関:1958〕 〔平 山:1966〕 〔江

守:1956〕 〔蒲生:1963〕 等を参照 したが,さ らに蒲生 は1980年 大学 院講義 に

てつ ぎのよ うに述べ ている。「単 に年齢階層区分が あるだけで はな く,そ の ヒ

エラル キー的構造 と共 に,各 階層 に リーダーシ ップが必要 である。 また同時に

青年層 に位置 しない者 によ って リーダーシ ップをと られていなければな らない」

(7)社 会変化理論 と社会構造の問題 はすで に大林:1984等 に よ り指摘 されて き

た。通文化的 な社会変化に関す る文化理論 の構築 も今後 の重要課題 であ るが,

日本の事例 か ら考察可能な社会変化 の理論 も,今 後 の文化領域論 に とって重要

な課題 と考 え られる。本稿の事例 は生業形態 の変化 と親族 ・年 齢集 団に限定 的

に焦点 をあてている。社会組織他,言 語 ・宗教 ・儀礼等多 くの文化要素 と環 境

要因 の変化 とその精査 は,今 後 も十分 な事例研究 を必要 と しよ う。
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